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平成３０年２月５日小矢部市農業委員会総会議事録 

 

1 日  時 平成 30年 2月 5日（月） 

午後 14時 00分 ～15時 16分 

 

2 場  所 小矢部市役所 特別会議室（２階） 

 

3 議  事 議案第 40号 

議案第 41号 

議案第 42号 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定による許可申請について 

農用地利用集積計画の制定について 

４件 

２件 

 

 

4 協議事項 なし  

 

5 報告事項 １）農地法第３条の３第１項の規定による届出 

２）業務報告・予定 

３）その他 

 

 

 出席委員 19名     

  1番 髙 田 法 定 11番 荒 木 貞 道  

  2番 宇 川 傳 治 12番 日 光 善 治  

  3番 中 島 一 朗 13番 三 輪 和 雄  

  4番 古 村 正 夫 14番 大 谷 文 男  

  5番 山 﨑 和 英 15番 西 尾 信 秋  

  6番 田 悟 敏 子 16番 島 倉   博  

  7番 中 村 重 樹 17番 水 上 俊 秀  

  8番 和 田 俊 信 18番 杉 森 清 弘  

  9番 青 島 由 弘 19番 吉 江 秀 一  

  10番 髙 藤 孝 一    

 

 欠席委員 20番 前 田 真 一 郎    
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平成３０年２月５日農業委員会総会議事録 

発 言 者 発 言 事 項 

会長  雪が降るのはもううんざりというところでございます。皆様には除

雪とか、また足場の悪いところ、こうして総会にご出席いただいて、

ありがとうございます。 

 

会長  それでは、ただいまから小矢部市農業委員会２月総会を開催いたし

ます。よろしくお願いします。ただいまの出席委員は１９名で定足数

に達しておりますので、総会は成立しております。欠席委員は○○委

員さんです。本日の議事録署名委員を指名いたします。○○番の○○

委員さん○○番の○○委員さんにお願いいたします。それでは、本日

の付議議案を申し上げます。 

○議案第４０号 

「農地法第３条の規定による許可申請について」 計４件 

○議案第４１号 

「農地法第５条の規定による許可申請について」 計２件 

○議案第４２号 

「農用地利用集積計画の制定について」 

 

以上、３件の付議議案となっております。それでは議案第４０号「農

地法第３条の規定による許可申請について」、事務局より説明してい

ただきます。お願いします。 

 

 

事務局  議案第４０号「農地法第３条の規定による許可申請について」ご説

明します。議案書１ページをご覧ください。 

 受付番１１番は面積が 7,970㎡で、贈与により所有権移転を行おう

とするものです。位置図については、１ページから３ページをご覧く

ださい。 

 

受付番号１２番は面積が 8,686㎡で、贈与により所有権移転を行お

うとするものです。位置図については４ページをご覧ください。 

 

受付番号１３番は面積が 3,646㎡で、売買により所有権移転を行お

うとするものです。位置図については、５ページから７ページをご覧

ください。 
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受付番号１４番は面積が 114㎡で、売買により所有権移転を行おう

とするものです。位置図については、８ページから９ページをご覧く

ださい。 

 

農地法第３条第２項の各号には許可できない場合が掲げられてい

ますが、これらの申請は、そのいずれの条項にも該当しないため、許

可条件を満たしているものであります。以上です。 

 

会長  それでは、受付番号１１番について、○○地区担当の○○より、調

査報告いたします。 

 

○○委員  受付番号１２番も、親子三代の所有権の移転、要するに生前贈与の

お話になりますので、一括してお話させてください。１１番の譲受人

は○○さん、譲渡人は○○さんです。○○さんは○○さんの息子さん

です。○○さんは○○歳、○○さんが○○歳になります。○○さんは、

皆さんご存知かもしれませんが、○○をされていた方でございます。

田の 7,935 ㎡と畑 35 ㎡を併せて 7,970 ㎡を所有権移転したいという

ことであります。続いて、１２番はご住所が○○になっておりますが、

こちらは○○さんの息子さんです。○○さんが譲受人、譲渡人が○○

さんです。田で8,686㎡を所有権移転したいというものでございます。

○○さんは○○歳です。○○代の頃は会社員として働いていました

が、お祖父さんの○○さんが農業をしていたので、ぜひお祖父さんの

後を継ぎたいということで農業をされています。○○代の頃に○○に

お家を建てられたので、現在は○○にお住まいではありませんが、○

○の○○へ来て耕作されています。ご覧の通りちょうど良い具合に１

１番と１２番、地積が 8,000㎡と 7,000㎡となっております。生前贈

与ということで課税猶予が○○万円ということで、それを超えないよ

うに息子と孫に生前贈与をしたいということです。○○歳ですので、

○○さんのお話によると、いつどうなるかわからないし、元気なうち

に贈与をしたいということでした。○○という○○もやっていらっし

ゃるのですが、そこからお互い機械を借りて自分の所は耕すという風

にやっていくと聞いております。位置図の１ページ、こちらは○○さ

んの所へ行く分です。２ページ目は縮小した地図ですが、こちらを分

かりやすくしたものが３ページ目の図面、ここが唯一どうなのかなと

思ったところでしたので、再度しっかり確認して参りました。あとの
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田んぼについては、普段私もこの近くで耕作しておりますので、よく

わかりますが普通の田んぼです。３ページの墓地の横の○○番地につ

きましては、積雪の中ではありましたが、イチジクの木がなっており

ました。ですので、畑地なのだなと確認できました。以上です。よろ

しくお願い致します。 

 

○○委員  ２件まとめて報告してしまいましたが、１１番、１２番についてに

ついて、何かご質問等はございませんか。 

 

○○委員  ○○さんの息子さんが。 

 

○○委員  ○○さんです。 

 

会長  よろしいですか。それでは、受付番号１３番について、○○番の○

○地区、○○委員より調査報告をお願いいたします。 

 

○○委員  皆さん、ご苦労様でございます。譲受人が○○さん、譲渡人が○○

さんです。○○さんはご覧の通り住所が○○になります。お子さんも

お孫さんもおられますが、田んぼを所有したくないということで、○

○さんの方から○○さんの方になんとか田んぼを買ってくれないか

と相談されて、○○さんが承諾されて、売買の契約をしているという

ことであります。位置図については５ページ、ご覧の通り、○○さん

の会社のすぐ横と後ろになります。元々、○○さんが耕作されていた

ので、そのまま続けてされるということです。以上です。 

 

会長  それでは、続けて受付番号１４番について、○○委員より調査報告

をお願いいたします。 

 

○○委員  １４番は譲渡人が○○さん、譲受人が○○さんです。位置図の５ペ

ージをご覧ください、○○さんと書いてある宅地があると思います

が、○○の隣に細い田んぼが 114㎡あります。こんな小さい田んぼを

残しておいてもどうしようもないので、ついでに○○さんに買っても

らえないかと相談をされて、○○さんも快く買われたということで

す。位置図の９ページに、○○さんの隣に細い田んぼがあります。○

○さんの会社のすぐ隣にあります。○○さんにお子さんもおられます

が、相続はしたくないという話です。今回はこれだけですが、まだた
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くさん田んぼがありますので、いずれまた○○さんに買って下さいと

いうことが決まっているそうです。以上です。 

 

会長  ありがとうございました。ただいまの件について、ご質問等はござ

いませんか。 

 

会長  無いようですので、「異議なし」として議案第４０号については「承

認」としてよろしいですか。 

 

全委員  異議なし。 

 

会長  それでは「異議なし」として、議案第４０号について「承認」とい

たします。続いて、議案第４１号「農地法第５条の規定による許可申

請について」、事務局より説明していただきます。お願いします。 

 

事務局  議案第４１号「農地法第５条の規定による許可申請について」、ご

説明します。議案書２ページをご覧ください。 

 受付番号３２番は、面積が 375㎡で、住宅敷地への転用を行おうと

するものです。位置図については、１０ページから１３ページをご覧

ください。 

 

受付番号３３番は、面積が 370㎡で、住宅敷地への転用を行おうと

するものです。位置図については、１４ページから１７ページをご覧

ください。 

 

受付番号３２番について、補足の説明をいたします。議案書の２ペ

ージをもう一度ご覧ください。こちらに記載してありますが、この申

請に係る土地は、登記簿上の所有者は○○さんですが、すでに死亡さ

れており、相続の登記がなされていない状態となっています。そのた

め、法定相続人が連名で農地法５条の申請をされているのですが、法

定相続人である○○さんのお子さん３名のうち、１名が相続放棄をさ

れています。ですから、こちらにはお名前が記載されておりません。

もう１名は、○○さんという方ですが、不在者(行方不明)であり、弁

護士の○○さんが裁判所の選任を受けて不在者財産管理人となって

います。残る１名が○○さんという方でして、○○さんと○○さんの

不在者財産管理人である弁護士の○○さんの連名で譲渡人として申



6 

 

請をされています。譲受人は○○さんとその妻である○○さんであ

り、持分を設定した共有名義で譲受人となっているため、こちらも連

名で申請されています。 

 

以上の申請は、農地法の運用通知で規定された許可基準に合致して

おりますので、転用することが可能です。以上です。 

 

会長  では、受付番号３２番について、○○番の○○地区、○○委員より

調査報告をお願いいたします。 

 

○○委員  それでは、３２番についてご報告させていただきます。譲受人は○

○の○○さん、外１名ということでご夫婦です。譲渡人は、○○の○

○さんと不在者○○さんの不在者財産管理人である○○の弁護士の

○○さんです。こちらの案件は大変複雑で、相続の登記が未登記で相

続人は連名で申請されております。相続人が３名おられますが、その

内１名が相続放棄をされて、裁判所の方から相続放棄の書類が提出さ

れております。それからもう１人の○○さんは行方不明で、裁判所か

ら選任を受けた不在者財産管理人で弁護士の○○さん。それからもう

１人が○○さん、以上の２名で申請されています。申請地は○○の○

○番地、位置図は１１ページの黄色い所になります。○○の昔の○○

の近くになります。黄色い所の横に地目が田で○○番、今申請された

所と一緒で平成９年に基盤整備されたときに地盛りをして畑の状態

になっているということです。その横に地目が田で○○さんですね。

ここに１枚だけ水田があります。この水田の水口がこの地図から言う

と上の方と下の方にありますが、用水に関しては特に問題はありませ

ん。隣接者に伺ってきたところ、土盛りをしてある所はしばらくは畑

をされていたそうです。それから、隣の○○さんが請け負って２、３

回草を刈って管理をされていたそうです。○○さんは○○の方ですの

で、電話で確認しましたところ、申請理由として、今お住まいの一般

住宅が狭いのと、○○さん自体が元々○○の出身の方で、お墓もこち

らにあるということで、こちらにお家を持ってきたいということでし

た。それから、雨水や生活用水について聞いた所、ご本人は建築屋さ

んに任せてあるということで、建築屋さんに電話で確認したところ、

雨水に対しては既存の道路の所の側溝へ、生活用水については公共桝

へ出すということです。申請にあたって地区の生産組合長さん、区長

さん等からの同意書も出ております。ひとつよろしくお願いしたいと
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思います。以上です。 

 

会長  ただいまの件について、ご質問等はございませんか。 

 

会長  無いようですので、受付番号３３番について、○○番の○○地区、

○○委員さんより、調査報告をお願いいたします。 

 

○○委員  ご苦労様でございます。それでは、受付番号３３番についてご報告

させていただきます。譲受人は○○さんで、譲渡人は○○さんです。

申請地は○○で、面積は 370㎡です。住宅敷地として３０年の使用貸

借権で契約をされました。○○さんと○○さんは親子です。現在、息

子さんの○○さんは、お嫁さんとお子さんの３人で○○地内のアパー

トにお住まいです。今後アパート代を払い続けると消費税が１０％に

なると高くなるということで、今回息子さんの住宅敷地として、お父

さんとお話をされて、今回のお話に至った訳です。位置図の１４ペー

ジをご覧ください。そちらの○○番地です。隣の○○番地と○○番地

は農地です。こちらの両名と、区長さんからの同意書も出ております。

現地を確認に行ってまいりましたが、雪で確認できる状態ではありま

せんでした。そこで、お父さんにお話を伺ってきました。昨年まで○

○営農組合さんに耕作してもらっていたそうです。田んぼで間違いな

いと思います。この後宅地の整備をするにあたって、区画整備事業に

なっていまして、宅地の排水は道路の側溝に、下水については市の施

設に流すということです。何よりも早めに建てたいそうです。こちら

の上手に○○さんのお宅がございます。○○さんの近く、こちらがお

父さんのお宅です。100ｍの所にありますので、お父さんの所にお子

さんを預けて、早く奥さんも働きたいということです。よろしくお願

い致します。以上です。 

 

会長  ただいまの件について、ご質問等はございませんか。 

 

会長  無いようですので、「異議なし」として議案第４１号については「承

認」としてよろしいですか。 

 

全委員  異議なし。 

 

会長  それでは、「異議なし」として、議案第４１号については、「承認」
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といたします。続いて、議案第４２号「農用地利用集積計画の制定に

ついて」、事務局より説明していただきます。 

 

事務局  議案第４２号の「農用地利用集積計画について」ご説明いたします。

内訳につきましては、議案４ページの利用権設定集計にありますよう

に。 

「１０年以上」の利用権設定が３件で、面積が 9,669㎡であり、新規

が２件、更新が１件です。 

「６年以上１０年未満」、「３年以上６年未満」「１年以上３年未満」

はありません。 

 こちらの詳細については５ページ目に書いてありますが、すみませ

ん。一つ、訂正させてください。この中の番号８７番の利用権の設定

を受ける者の欄に、○○さんと記載してありますが、こちらの記載ミ

スでありまして、正しくは、○○の○○さんであります。すみません

でした。以上です。 

 

会長  ただいまの件について、ご質問等はございませんか。 

 

会長  無いようですので、「異議なし」として議案第４２号については「承

認」としてよろしいですか。 

 

全委員  異議なし。 

 

会長  それでは、「異議なし」として、議案第４２号については「承認」

といたします。  

これで、付議議案はすべて終了いたしました。 

続いて、協議事項１、「農業次世代人材投資事業」について、農林

課の○○より説明していただきます。お願いします。 

 

農林課 ○○  農林課の○○と言います。よろしくお願いします。それでは、私の

方から協議事項１「農業次世代人材投資事業について」ご説明させて

いただきます。７ページの資料１をご覧ください。小矢部市はこれま

で新規就農者に対するサポート体制としまして、２８年度までは青年

就農給付金という制度を行っておりました。それが、２９年の９月か

ら農業次世代人材投資事業という名称に変わりました。これまでは、

経営開始契約に審査会等で農協や高岡振興センターで審査をしてお
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りましたが、これが今年から高岡振興センターやＪＡ、営農指導員、

金融機関、そして農業委員会の皆様に参加してもらうという制度に変

わってくるということになりました。それから、皆様の方に経営技術、

資金、農地という分野について、新規就農者１人について、チームと

してサポートしていただきたいという風に変わって来ました。その農

地という所に、農業委員さんの皆様に参加していただくということ

に、今年から変わって来るということになります。現在、この青年就

農給付金制度を活用している方が○○地区に１名いらっしゃいます。

制度が途中で変わるということになるんですが、青年就農給付金から

そのまま農業次世代人在投資事業に引き続き繋いでいくことになり

ます。この○○地区におられる１名の方に対して、来年度の平成３０

年にサポートチームとして、中間評価を行っていただきたいと思って

おります。また、これから各地区で新規就農者の方が入ってこられる

と思うので、その時は各地区の農業委員さんにご協力していただい

て、サポートをしていただきたいということをお願いしたいと思いま

して、協議事項の方に上げさせていただきます。 

 

会長  ただいまの件について、何かご質問等はございませんか。 

 

事務局次長  今回、農業委員さんの業務の中にも入ってくるんですが、今までは

青年就農給付金という交付金を資料の記載にありますような内容で

県と市で審査をした形で交付金を支給する体制でやっておりました。

２９年度からは農業委員さんの業務と併せて、農業次世代人材投資事

業という名称に変わって、右側にありますようなＪＡや金融機関や農

業委員会の方々にも参加していただいて、サポート体制を構築してい

くというものに変わってきたものであります。これが一つの受給者の

方への交付金の要件となってきているものですから、今日皆様方にお

知らせをして、今回○○地区の方に１名おられるものですから、○○

委員さんに来年度から１年間試行期間としまして、お願いしたいと思

っております。また今後新規就農者が出て来られれば、その地区の委

員さんにサポート体制に協力をしていただきたいと思っております。 

 

会長  ○○地区の新規就農者と言われましたが、どういうタイプの方です

か。元々、農家ではない方なのですか。 

 

事務局  ○○地区の方は、お父様が○○の○○さんのお子様です。○○を作
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っていらっしゃる方です。農業委員さんにお願いしたいことは、農地

についてです。新規就農者さんがご相談したいことがあるとか、お願

いしたいことがあるとか。例えばお家の周りで作っていたけど、経営

の調子が良くなってきたので、軌道に乗ってきたので、規模を拡大し

たいという時に、どこか農地を譲っていただける方や貸していただけ

る方を探されるとき、就農者さんがそう思われたときに、相談を受け

る窓口になっていただきたいというのがこの制度の主旨なんです。経

営技術、資金、農地についてサポートする体制を今後作っていかなけ

ればいけないという風に国の要綱で決められたことなので、経営技術

とか、資金については別の方が市の方でサポートチームを構成します

けれども、このチームの一環として農地についてご相談があった時に

は、ぜひ農業委員さんが窓口になっていただいて、ご相談に乗ってい

ただきたいというのが今回のお願いの主旨です。 

 

○○委員  ということは、この農業委員会の中でそういうことがありましたと

いう報告があるということですか。報告をしないといけないのです

か。 

 

事務局  そこまではお願いしませんが、但し、今年度、２９年の７月に農業

委員会の制度の改正がありまして、新しく農業委員さんになっていた

だきました。制度改正があった時には農地利用の最適化の推進という

ことで、３つの柱があって委員さんにしていただくお仕事の中で必須

業務になったものがあります。以前からご説明させていただいており

ますが、１つが農地の利用集積、もう１つが荒廃農地の発生防止解消、

３つ目に新規就農の促進というのが挙げられております。なかなか委

員さんや事務局の方から積極的に取り組めるテーマではないかもし

れませんが、その一環として、ご相談を受けられたら、相談の内容で

すとか、こういった回答をしましたとかは活動記録の方には記入して

いただきたいなと。あえて総会で相談の内容とかをその都度報告して

いただくことは求めませんが、活動記録はぜひ残していただきたいと

思っております。 

 受給期間は５年間。古い名称ですと「青年就農交付金」国の交付金

です。２９年度から国の制度の名称が変わって「農業次世代人材投資

事業」、交付期間については以前からと同じ５年間です。 

 

○○委員  継続で５年ですか。それともここからまた５年間ですか。 
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事務局 

 

 継続で５年間です。 

事務局長  通しで５年間です。 

 

○○委員  もう３年目ほど経ちましたか。 

 

事務局次長  ３０年度で３年目になるので、試行期間としてやってみるというこ

とです。 

 

会長  新規就農者が現れれば、随時、担当委員さんの方にお願いをすると

いうことでよろしいでしょうか。 

 

事務局  そうですね。今の通常の３条、４条、５条のように地区でご担当い

ただいている２０名の中の１４名の委員さんがいらっしゃいますが、

その地区のご担当の中で新規就農のお話があった時にはその地区の

委員さんをサポートメンバーとして体制を構築していきたいと考え

ております。 

 

○○委員  郵送か何かで通知は来ますか。新規就農の方がいるのでサポートし

て下さいというような。 

 

事務局  最初はいきなり通知とかではなく、いきなり文書であなたはサポー

トメンバーになりましたというような堅苦しいものではなく、最初は

お電話とかでこういったご相談があるんですよというようなご案内

をすることになるかと思います。 

 

○○委員  計画書を提出して、みんなで審査をして通ればなるというものだか

ら、仮にこっちの人だったらわかるということじゃないですか。 

 

○○委員  ○○さん、去年だったか○○に○○から来られた人がおられました

よね。ああいう方は新規ではないんですか。 

事務局  ○○さんは、今法人に就農されていらっしゃるので。農事組合法人

さんの方に雇用で就農という形になっていらっしゃるので、この国の

補助金は受けていらっしゃらないです。 

 

○○委員  これはいくらほどもらえるのですか。 
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事務局  年、１５０万円です。 

 

会長  ○○には住んでおられるんですよね。 

 

事務局  お住まいでいらっしゃいます。 

 

○○委員  私の地区に他から来て、○○を作ってらっしゃる方がおられるんで

すが、あの方はどういう方ですか。 

 

○○委員  ○○さんですね。 

 

事務局次長  協力隊ですね。 

 

事務局  地域おこし協力隊ということで来られた方です。 

 

○○委員  あんな方は何人もおられるんですか。 

 

農林課 ○○  あの方たちは、市の地域おこし協力隊で小矢部市に入ってきた方で

ございまして、そちらはまた別に国からの補助を頂いている方です。

制度が違うことなので、たまたま今農林課 ○○で○○作っておられ

る状態であって、青年就農とか農業次世代の制度を活用しているわけ

ではございません。 

 

○○委員  何でも制度があるんですね。 

 

○○委員  ○○さんがお世話されているそうです。 

 

○○委員  そうみたいですね。 

 

事務局次長  若い世代へのサポートということで、もし機会があれば農業委員さ

んの皆様方と一緒になってサポートしていきたいなと思っておりま

すので、よろしくお願い致します。 

 

会長  他に無いようですので、これでよろしいかと思います。続いて、協

議事項２、「下限面積に関する『別段の面積』の設定」について、事

務局より説明していただきます。 
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事務局  協議事項２「下限面積に関する『別段の面積』の設定」についてご

説明いたします。議案書の９ページをご覧ください。平成２１年度の

農地法の改正によって、農地を取得するための経営面積の下限面積に

ついて、通常ですと５反要件と言われています。５０ａは自分で耕作、

もしくは借りて耕作していないと農地を取得することはできません

という制限がございますが、この下限面積を地域の実情によって農業

委員会の判断で引き下げることができることとされました。まず、ご

提案する結論から申し上げますと、小矢部市は下記の理由により下限

の面積に関する『別段に面積』の設定を行わないことにしたいと考え

ております。理由については、２０１５年の農林業センサスで管内の

農家で５０a未満の農地を経営している農家数が４割未満であり、ま

た地区別でも最大で３２％程度であることから、農地法施行規則第１

７条に該当しないと思われるからであります。こちらのページの下の

方に参考として、農地法施行規則を抜粋してあります。第１７条に農

地法３条第２号第５項の農林水産省例に定める基準は次の３つと書

いてあります。これはこの別段の面積を定める時にこの条件に合致し

ていないといけないんですよということが書いてあります。③を見て

いただきたいんですが、農業委員会が定めようとする別段の面積は設

定区域内においてその定めようとするその面積未満の農地又は採草

放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の数が、当該設定区域内

において農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している総

数のおおむね１００分の４０を下らないように算定されるものであ

ること。非常に分かりにくいんですが、これは何かと言いますと、別

段の面積、通常であれば法律で定められている面積は５０ａ以上です

が、この別段の面積を定めようとするときには、この面積未満で耕作

している人が１００分の４０を下回らないように設定しなければい

けないと。まだ非常に分かりにくいと思うので、次の１０ページをご

覧ください。１０ページの一番上の表が２０１５年の農林業センサス

の数字を抜粋したものとなっています。経営体ごとの規模、地区ごと

の経営体の数がこちらに記載されています。真ん中の表を見ていただ

きたいんですが、経営規模ごとに経営体数の割合がどれだけになるか

を計算したのがこの表になります。例えば○○地区内では１ｈａ未満

の経営規模の経営体の数が５０％、○○では６４％という形になって

います。そこで先ほどの農地法の施行規則の第１７条の③に書かれて

いるのが、別段の面積を設定した時に、この４０％を超えるラインに

しないといけませんよということが書かれています。ですので、例え
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ばこの０.５ｈａ、５反を設定しようとしても○○では２５％、○○

では１９％しかないのでどう設定しようとしても法律で定められて

いる５反以上の面積を設定しないといけなくなってしますので、下げ

ようがないという考え方になります。ですので、法律で通常定められ

ています５反という数字を用いて、特別に面積を設定するということ

はないという判断で今回は案という形でご提出させていただいてお

ります。以上です。 

 

会長  ただいまの件について、ご質問等はございませんか。 

 

○○委員  これ５０ａということは、自分で耕作していればいいんですね。持

たなくても。 

 

事務局  そうですね。持たなくても借りてご自分で耕作されていれば大丈夫

です。もしくは、もらった後に５反を超えればＯＫということになり

ます。今現在、持っていなくて、借りていなくても５反以上、一気に

買います、若しくは借りますということであれば、それは要件を満た

しているということになります。 

 

○○委員  一発で５反以上借りれば問題ないんでしょう。 

 

事務局  はい。大丈夫です。 

 

○○委員  ３反ほどしか持っておられなくて、親が１町ほど持っておられたん

だけど、そこの家の田んぼは３反しかないので買えないと言われたけ

ど、１町３反もあったら買えたんですね。 

 

事務局  買えます。 

 

事務局  あくまで面積だけの要件なので、農業の経験がないとか、機械を持

っていないとか、その辺の要件もあるんですが、その辺も満たしてい

て５反以上買われますということであれば条件としては問題はない

と思います。 

 

○○委員  これまで５反以上の人は農地が買えないと言っていたのは、買える

ということですね。 
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○○委員  当初ゼロでもいいということですね。 

 

○○委員  ゼロの人が５反以上を買うということは、農家になるという意思表

示ですねよね。だけど、企業はだめなんでしょう。 

 

事務局  企業は要件が合えば、考え方は同じです。法人として農業をやりま

すよということが定款に書いてあったりだとか、役員の何％が農業に

従事していらっしゃるだったりとかいう要件を満たしていれば、考え

方としては法人も個人も一緒です。 

 

○○委員  会社があって、加工会社があって、別会社で農業をする会社をした

と。そしたら、農業をする会社は農地を５反以上を買って、いろいろ

な条件をクリアすれば 

 

事務局  同じです。新規参入という考え方になるので、新規就農される方が

まとめて農地を買われるのと同じです。 

 

○○委員  それを隠れ蓑にして、何もしなければまた元に戻さんなん訳でしょ

う。 

 

事務局  なので、その辺をクリアするためにいろいろな条件は設けられてい

ます。農地所有適格法人の条件はあります。 

 

○○委員 

 

 これは県によって違うということはないですね。 

事務局  １０ページの下の方に例としてお示ししてあるんですが、やっぱり

その地区で経営面積が非常に小さい傾向にあるものであれば、特別に

面積を定めるということがありえます。なので、小矢部市の状況であ

ればその特別な面積を定める状況にはないんですが、県内の他の市で

あればこういった所が、その地区を指定して、４０ａまで下げて設定

していらっしゃいます。 

 

会長  よろしいでしょうか。他に無いようですので、協議事項３、「農地

参考賃借料(案)」について、事務局より説明していただきます。お願

いします。 
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事務局  協議事項３「農地参考賃借料」についてご説明いたします。議案書

の１１ページをご覧ください。こちら農業委員会で作成しております

資料のコピーを掲載しております。この資料の中の太枠で囲まれた

所、農地参考賃借料という所、こちらは毎年見直しを行うことになっ

ているので、ここの金額について今回、案としてお示しいたします。

１２ページをご覧ください。こちらに表としてお示ししてあるんです

が、表の上から２行目、農業会議算定基準額というのがございます。

これは富山県農業会議さんの方で参考賃借料の見直しを行う際の基

準額と言いますか、参考の大元の数字ということで県内の各市にお示

しされている金額です。昨年の２９年度の見直しの際には、    

１０，８００円。２８年度も同じ数字でしたので、小矢部市の方でも

２８年から２９年度の間はこの金額を変更しないという形でおりま

した。今回平成３０年産にかかる分ということで、県の方からお示し

された金額が８，７００円と、結構大きく下がっております。この８，

７００円の下の８０.６％という数字なんですが、前回の１０，８０

０円と今回の８，７００円を比べた比率で考えると前回から見ると８

０.６％の数字に減少しているということになっています。この８０.

６％という数字をさらに下の農地区分という所、金額が並んでいる数

字にかけた数字が平成３０年産にかかる参考金額という項目です。上

が９，８３３円、こちらの参考金額の数字が２９年の数字に８０.６％

を掛けた数字が出てきます。この数字を１００円単位で四捨五入した

数字を公表する数字。参考賃借料として小矢部市農業委員会でお示し

する数字を上から、９，８００円、６，５００円、３，２００円、一

番下は据え置きの１，０００円にしたいと思っております。この数字

がページを戻りますと１１ページ目の資料の太枠の中に書かれてい

る数字、１２，２００円の所が   ９，８００円、次が６，５００

円、３，２００円、１，０００円となって公表したいと考えておりま

す。なぜこんなに金額が下がったかと言いますと、１３ページ目以降

に農業会議から算出の根拠となった数字の積み上げの資料を掲載し

ております。資料２５ページをご覧ください。こちらに算出根拠の比

較ということで、平成３０年産分と２９年産、前回の分を並べて掲載

しております。まずは考え方として、粗収益というのを出します。平

年の単価ですとか収量ですとか、そういったものをかけて出した数字

と、後はワラ等の副産物の価格、後は戸別所得補償を足した数字が粗

収益という考え方で出されています。今回３０年産からは戸別所得補

償にかかる数字が０円になっていると。これが今回の変更の１番大き
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な理由となります。これが０円になっているので粗収益もこれだけ下

がるでしょうという考え方になっています。次に生産費としてかかる

経費を出します。実材費、諸々の経費を合計したものが下の四角で囲

んである所に書いてあります。これも２９年産と３０年産の分で若干

数字が変わっています。これはなぜここまで変わっているかと言いま

すと、２９年産の数字を算出した時と３０年産を算出した時では、農

地の規模を、大きい農地で耕作していらっしゃるという考え方で計算

し直しされているそうです。細かい数字をお示しできませんが、農地

の集約が進んで大規模化している中で、小さな農地でやっているとい

う数字よりは、もう少し大きい農地で経営されているという考え方に

改めるべきではないかという考え方から、こちらの経費も若干下がっ

た形になっています。この粗収益と経費を差し引きした数字が純利益

ですね。それに経営者の報酬ということで、生産費用の３％を架けた

ものを差し引きした数字で、純利益から経営者報酬を引いた数字が農

地参考賃借料ということで地代としてお支払される金額の参考とし

てお示しする金額となっております。このような変更があったことか

ら、今回８，７００円を最大の数字としてお示ししたいと考えており

ます。協議事項３については以上です。 

 

会長  ありがとうございました。ただいまの件について、ご質問ご意見等

はございませんか。 

 

会長  事務局がお話されましたが、これはあくまでも目安ということで、

ご自分の経営に合った、余裕のある方はもっと払ってもらってよろし

いですしという考えで、安めに設定をしていいのかなと思って見てお

ります。 

 

会長  ご意見が無いようでしたら、この件につきましては案を取らせても

らって、よろしくお願い致します。それでは、協議事項４「小矢部市

賃借料情報(案)」について、事務局より説明していただきます。 

 

事務局  それでは、協議事項４「小矢部市賃借料情報（案）」についてご説

明いたします。資料の２８ページ目をご覧ください。協議事項３でご

説明させていただいたのは、これからの数字として案としてお示しし

たものです。協議事項４については平成２９年１月から１２月の間に

設定された利用権設定、これは中間管理機構を通したものも含みま
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す。それを集計したものを参考として毎年委員会からホームページに

掲載しておりますのでそれの集計結果をこちらに案としてお示しし

ております。集計の算出方法なんですが、利用権設定の内、０円とか

 １，０００円で申請されているものも結構ございます。中間管理機

構の設定で金額は相対で払いたいからということで０円で設定され

ることも多々あります。この０円というのも算出の根拠に含めます

と、非常に平均額が下がってしまってしまうので、０円ですとか１，

０００円ですとかを除いた申請を、平均を出すためにとらせていただ

いています。除く前ですと、年間で１，７００件ですが、除いた後は

７５０件程度になっています。この７５０件から地区ごとに分けた上

で基盤整備が実施されている農地か否か、考え方としては、農振農用

地か否かというような考え方でそれを分けまして、さらに地区ごとで

すとか基盤整備の実施毎に分けた後に平均値を割り出します。例えば

○○地区で、０円、１，０００円を除外したのが５０件あったとしま

す。この５０件で平均を取った時に、この５０件の中でも平均よりも

かなり大きい数字ですとか、平均よりもかなり小さい数字もあると思

いますので、その平均からプラス７０、マイナス７０％としたものを

上限値、下限値と設定します。これを７０％を超えたものは例外とし

て扱うということで、そういう範囲をさらに設定してあまり大きな数

字のぶれが出ないように設定させていただいています。その更に絞り

込んだ中で再度集計いたしまして、平均値、最大値、最小値というも

のを算出いたします。その結果がこちらの表にある集計値となってい

ます。こちらの説明については以上です。 

 

会長  ありがとうございました。ただいまの件について、ご質問等はござ

いませんか。 

 

○○委員  ちょっと教えていただきたいんですが、先ほどの協議事項３で出さ

れている農地参考賃借料と今の絡みがちょっと私分からないんです

が。 

 

事務局  この協議事項４の数字はあくまで過去１年間で小矢部市内で利用

権設定をされたときに、実際にこういう金額で設定されましたという

のを集計した数字です。過去１年間地区ごとにこういう数字で利用権

設定されていましたということでお示ししているものです。協議事項

３についてはこれから３０年産をやるに当たって、あくまで参考です
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が、地代をこういう数字でいかがでしょうかということでお示しした

ものになります。今回は、先ほど申し上げました  ７，５００円の

補助金が無くなるというのが大きいので３０年産の分からお示しし

た案と、昨年度の実績の数字にかなり開きはあるかと思います。それ

は大きい変更があったので、これからは下がるでしょうということで

す。 

 

会長  よろしいですか。それでは、以上で無いようですので、次に報告事

項について、事務局より説明していただきます。お願いします。 

 

事務局  報告事項説明 

１）農地法第３条の３第１項の規定による届出 

２）業務報告・予定 

３）その他（配布物等について) 

 

会長  ありがとうございます。ただいまの件について、ご質問等はござい

ませんか。 

 

会長  今のお話の中で、２月２６日、農業委員会の委員としては皆さん参

加でよろしいですか。 

 

事務局  農地検討委員さんには基本的に参加していただくという形でお願

いはしているんですが、他の委員さんにも可能であればぜひ出ていた

だいてご意見をお伺いして、意見交換をしていただきたいと思いま

す。昨年もたしか農地検討委員以外の方にも出ていただいていました

よね。またご案内をお送りしますので、よろしくお願いします。ちな

みにこの意見交換会の後に、一席を設けて懇親会を開催いたしたいと

思っておりますので、そちらの方もよろしくお願い致します。 

 

会長  以上のただいまの件につきまして、何かご質問等はございません

か。 

 

会長  無いようですので、本日の案件については全て終了いたしました。

これにて総会を閉会したいと思います。 

閉会の挨拶を○○職務代理よりお願いします。 
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職務代理  長時間に亘り、慎重審議どうもありがとうございました。何の滞り

もなく、何の問題もなく、通ったものと思っております。また、今日

明日にかけて大雪が大変ひどいというようなことを言っております

が、体に気を付けられ、それから、インフルエンザも非常に流行って

いるということですので各自、体に気をつけられ、また次の総会に顔

を出していただきたいと思います。本日は大変どうもご苦労様でござ

いました。 

 

 ―２月総会終了― 
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 上記の通り、総会の議事録を確認する。 

 なお、会長は議事録署名委員と共に署名をする。 
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